


















427　　解説　誤判に陥らない刑事裁判のあり方を徹底追究した不朽の名著

解
説
　
誤
判
に
陥
ら
な
い
刑
事
裁
判
の
あ
り
方
を
徹
底
追
究
し
た
不
朽
の
名
著

井
田　

良

　

裁
判
所
が
刑
事
裁
判
に
お
い
て
担
う
主
な
役
割
は
、
①
法
の
解
釈
と
適
用
、
②
事
実
認
定
（
証
拠
に
よ
る
犯
罪
事
実
の
確
認
）、
③
刑
の

量
定
（
量
刑
）
と
い
う
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
般
的
に
は
、
事
実
認
定
が
そ
の
中
心
に
な
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
ど
う
す
れ
ば
正
し
い
事
実
認
定
が
可
能
と
な
る
の
か
は
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
す
ぐ
れ
た
研
究
は
多
い
が
、

中
で
も
、
一
九
九
二
年
に
出
版
さ
れ
た
本
書
『
無
罪
の
発
見
─
─
証
拠
の
分
析
と
判
断
基
準
』
は
、
無
罪
の
発
見
（
無
辜
の
不
処
罰
）
を

一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
内
外
の
豊
富
な
事
例
を
収
集
し
、
こ
れ
ら
を
紹
介
・
検
討
し
つ
つ
、
誤
っ
た
有
罪
判
決
に
陥
ら
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
証
拠
評
価
の
あ
り
方
を
徹
底
的
に
究
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
実
務
法
曹
に
と
っ
て
の
必
読
書
と
称
え
ら
れ
た
名

著
で
あ
る
。
誤
判
問
題
に
格
別
の
関
心
が
集
ま
る
こ
の
時
期
に
、
本
書
の
新
装
版
が
公
刊
さ
れ
る
こ
と
は
、
い
ま
第
一
線
で
刑
事
事
件
に

関
わ
る
法
律
専
門
家
（
特
に
若
い
世
代
の
人
々
）
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
法
律
家
以
外
の
一
般
市
民
に

と
っ
て
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

一
　
著
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

著
者
の
渡
部
保
夫
氏
の
生
涯
（
一
九
二
九
年
～
二
〇
〇
七
年
）
は
、
主
と
し
て
刑
事
裁
判
官
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
前
半
期
と
、
大
学
の
教

員
と
し
て
刑
事
法
の
教
育
と
研
究
、
一
般
市
民
へ
の
啓
発
活
動
に
身
を
捧
げ
ら
れ
た
後
半
期
に
分
か
れ
る
（
渡
部
氏
の
業
績
や
人
と
な
り
に
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つ
い
て
は
、
白
取
祐
司
「
渡
部
保
夫
教
授
の
経
歴
と
業
績
」
北
大
法
学
論
集
四
三
巻
六
号
〔
一
九
九
三
年
〕
二
四
五
頁
以
下
、
佐
木
隆
三
「
解
説
」

渡
部
保
夫
『
刑
事
裁
判
を
見
る
眼
』〔
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
〕
二
六
一
頁
以
下
、
指
宿
信
「
渡
部
保
夫
先
生
の
ご
業
績
を
振
り
返
っ
て
」
法
と

心
理
六
巻
一
号
〔
二
〇
〇
七
年
〕
二
三
頁
以
下
な
ど
を
参
照
）。
渡
部
氏
は
、
一
九
五
一
年
に
東
京
大
学
法
学
部
在
学
中
に
司
法
試
験
に
合
格
、

一
九
五
五
年
に
司
法
修
習
を
終
え
て
判
事
補
に
任
官
さ
れ
、
一
九
六
五
年
に
東
京
地
方
裁
判
所
・
家
庭
裁
判
所
判
事
を
ふ
り
出
し
に
、
各

地
の
地
裁
・
高
裁
の
判
事
を
歴
任
さ
れ
、
一
九
七
七
年
か
ら
四
年
間
は
、
最
高
裁
判
所
調
査
官
も
務
め
て
い
る
。
一
九
八
五
年
、
判
事
定

年
の
か
な
り
以
前
（
五
〇
代
の
な
か
ば
）
に
、
札
幌
高
等
裁
判
所
部
総
括
判
事
を
最
後
に
依
願
退
官
し
、
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
に
就

任
し
、
学
生
の
教
育
に
あ
た
る
か
た
わ
ら
、
特
に
誤
判
問
題
を
中
心
的
テ
ー
マ
と
す
る
数
多
く
の
著
書
・
論
文
を
公
刊
さ
れ
た
。
一
九
九

二
年
に
は
、
本
書
に
よ
り
北
海
道
大
学
か
ら
法
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
三
年
に
同
大
学
を
定
年
退
官
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
も
一
九
九
八
年
ま
で
札
幌
学
院
大
学
教
授
と
し
て
教
鞭
を
執
り
、
健
筆
を
ふ
る
わ
れ
た
。
そ
の
著
書
の
う
ち
、
専
門
の
垣
根
を
越
え
て

広
く
読
ま
れ
た
の
は
、『
刑
事
裁
判
も
の
が
た
り
』（
潮
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
で
あ
ろ
う
。
誤
判
が
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
一
般
の

人
々
に
も
分
か
り
や
す
く
説
き
明
か
し
た
本
で
あ
り
、
私
自
身
も
出
版
さ
れ
た
当
時
に
こ
れ
を
読
み
、
目
を
開
か
れ
る
思
い
を
し
た
こ
と

を
記
憶
し
て
い
る
（
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
に
岩
波
書
店
か
ら
『
刑
事
裁
判
を
見
る
眼
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
増
補
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
）。

二
　
本
書
の
構
成
と
概
要
─
─
豊
富
な
実
例
の
引
用
と
種
々
の
誤
判
回
避
準
則
の
提
示

　

本
書
の
構
成
と
そ
の
お
お
よ
そ
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
本
書
は
「
Ⅰ
」「
Ⅱ
」「
Ⅲ
」
の
三
部
で
構
成
さ
れ
る
。「
Ⅰ
」
は
い

わ
ば
理
論
編
で
あ
り
、
本
書
の
中
核
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
白
の
信
用
性
、
犯
人
識
別
供
述
の
信
用
性
、
状
況
証
拠
（
情

況
証
拠
）
の
評
価
の
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
め
ぐ
っ
て
注
意
す
べ
き
事
柄
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
つ
ぶ
さ
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

第
一
論
文
「
自
白
の
信
用
性
の
判
断
基
準
と
注
意
則
」
は
、
自
白
の
信
用
性
の
判
断
基
準
と
そ
の
適
用
の
際
の
留
意
事
項
（
注
意
則
）
を
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ま
と
め
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
章
に
分
か
れ
、
第
一
章
で
は
自
白
の
信
用
性
を
高
め
る
（
あ
る
い
は
減
殺
す
る
）
九
個
の
判
断
基

準
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
数
多
く
の
「
注
意
則
」
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
章
は
、
自
白
の
信
用
性
判
断
の
た
め
の
「
よ
り
一
般

的
な
注
意
則
」
が
八
点
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
章
に
お
い
て
個
別
的
に
検
討
さ
れ
た
自
白
の
（
高
い
ま
た
は
低
い
）
信
用

性
が
、
証
拠
の
全
体
構
造
の
中
で
い
か
に
評
価
さ
れ
、
有
罪
ま
た
は
無
罪
の
結
論
に
至
る
べ
き
か
を
よ
り
大
き
な
視
点
の
下
に
ま
と
め
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
論
文
「
犯
人
識
別
供
述
の
信
用
性
に
関
す
る
考
察
」
も
同
様
の
長
大
な
研
究
で
あ
り
、
目
撃
証
言
の

よ
う
な
犯
人
識
別
供
述
は
一
般
的
に
は
信
用
性
が
低
い
の
に
裁
判
官
に
よ
り
信
用
さ
れ
る
危
険
性
が
高
い
、
と
い
う
問
題
意
識
に
立
っ
て
、

英
米
と
ド
イ
ツ
の
実
証
研
究
の
成
果
を
も
参
考
に
し
つ
つ
、
誤
っ
た
犯
人
識
別
供
述
が
行
わ
れ
る
諸
要
因
を
整
理
・
分
析
し
た
上
で
、
誤

判
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
注
意
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
縷
々
論
じ
て
い
る
。
第
三
論
文
「
状
況
証
拠
の
評
価
と
事
実
認
定
」
は
、

こ
こ
で
も
豊
富
な
誤
判
・
無
罪
事
例
を
素
材
と
し
て
、
状
況
証
拠
に
よ
る
有
罪
認
定
の
も
つ
危
険
性
、
有
罪
方
向
で
提
出
さ
れ
た
状
況
証

拠
の
吟
味
の
あ
り
方
、
状
況
証
拠
の
発
見
方
法
、
事
実
認
定
に
お
け
る
仮
説
設
定
の
も
つ
意
味
等
に
つ
い
て
包
括
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、「
Ⅰ
」
で
は
、
自
白
・
犯
人
識
別
供
述
・
状
況
証
拠
と
い
う
三
つ
の
領
域
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
有
罪
・
無
罪

の
認
定
に
あ
た
っ
て
の
証
拠
評
価
上
の
問
題
は
ほ
ぼ
網
羅
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
Ⅱ
」
は
、「
米
谷
事
件
」「
板
橋
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
」「
山
中
事
件
」
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
て
具
体
的
に
検
討
し
た
ケ
ー
ス
ス
タ
デ

ィ
三
本
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
第
四
論
文
は
「
冤
罪
事
件
を
見
る
目
」
と
題
さ
れ
、
一
九
五
二
年
に
青
森
県
で
起
こ
っ
た
米
谷
事

件
を
素
材
と
し
て
、
証
拠
評
価
の
誤
り
に
よ
る
誤
判
が
生
じ
た
原
因
を
詳
細
に
検
討
し
、
ど
う
す
れ
ば
誤
判
を
回
避
で
き
た
か
に
つ
い
て

も
論
じ
て
い
る
。
第
五
論
文
と
第
六
論
文
は
、
最
高
裁
判
例
の
評
釈
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
最
高
裁
に
よ
り
誤
判
が
た
だ
さ
れ
た
事
件
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
Ⅲ
」
は
、
個
別
の
論
点
を
取
り
上
げ
た
四
つ
の
論
稿
を
収
め
て
い
る
。
第
七
論
文
「
虚
偽
自
白
と
弁
護
活
動
」
お
よ
び
第
八
論
文
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「
公
判
廷
に
お
け
る
自
白
の
信
用
性
」
は
、
虚
偽
自
白
の
問
題
を
扱
う
。
無
実
の
人
が
身
に
覚
え
の
な
い
重
大
犯
罪
に
つ
い
て
自
分
が
そ

の
犯
人
で
あ
る
と
供
述
す
る
こ
と
は
、
一
般
の
人
か
ら
す
れ
ば
理
解
を
超
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば

そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
が
（
内
外
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
）
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
編
の
論
文
は
、
そ
の
こ
と
の
背
景
と
原

因
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
（
そ
の
意
味
で
、「
Ⅰ
」
に
お
け
る
著
者
の
検
討
・
分
析
を
補
う
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
）。
著
者
は
、
そ
の
上
で
、

自
白
の
信
用
性
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、「
虚
偽
徴
表
要
素
」
を
発
見
す
る
こ
と
、
自
白
に
至
る
ま
で
の
供
述
の
変
化
を
検
討
す
る
こ
と
、

自
白
の
動
機
・
原
因
を
考
察
す
る
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
証
拠
と
対
比
し
て
調
和
・
矛
盾
を
検
討
す
る
こ
と
等
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
第
九
論
文
の
「
被
疑
者
尋
問
の
テ
ー
プ
録
音
制
度
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
同
制
度
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
と
導
入
後

の
状
況
を
紹
介
し
た
上
で
、
こ
の
制
度
を
日
本
で
採
用
し
た
場
合
の
利
害
得
失
に
つ
い
て
論
じ
、
圧
迫
的
な
取
調
べ
・
誤
判
・
裁
判
の
遅

延
を
防
止
す
る
た
め
に
他
に
適
当
な
方
策
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
一
九
八
六
年
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
〇
年
以

上
を
経
て
、
日
本
で
も
二
〇
一
九
年
か
ら
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
つ
い
て
一
定
の
重
大
事
件
に
か
か
る
と
き
、
そ
の
取
調
べ
の
全
過

程
の
録
音
・
録
画
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
刑
事
訴
訟
法
三
〇
一
条
の
二
第
四
項
を
参
照
）。
著
者
は
、
ま
さ
に
「
取
調
べ
の

可
視
化
論
の
先
駆
者
」
で
あ
っ
た
（
指
宿
・
前
掲
二
四
頁
）。
第
一
〇
論
文
の
「
職
業
裁
判
官
と
事
実
認
定
」
は
、
職
業
裁
判
官
の
下
で
の

誤
判
の
原
因
に
つ
い
て
、
実
例
を
数
多
く
引
照
し
つ
つ
詳
細
に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
誤
判
の
防
止
の
た
め
に
は
、
陪
審
制
な
い
し
参
審

制
の
実
現
に
向
か
っ
て
努
力
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
日
本
で
は
、
二
〇
〇
九
年
以
降
、
裁
判
員
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
（
そ

れ
は
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
制
と
ド
イ
ツ
の
参
審
制
を
折
衷
し
た
制
度
と
い
え
る
）、
本
論
文
も
ま
た
、
著
者
が
そ
の
後
の
日
本
の
刑
事
司
法
の
発

展
の
方
向
性
を
的
確
に
先
取
り
し
て
い
た
こ
と
を
証
し
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

三
　
本
書
の
意
義
─
─
過
去
か
ら
未
来
に
つ
な
が
る
誤
判
回
避
論




